
平成21年 №23 

東京学芸大学事務点検評価委員会規則等の一部を改正する規則 

国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項の一部を改正する要項 

 

制定理由 

  事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

 

 



 東京学芸大学事務点検評価委員会規則等の一部を改正する規則を次のように制定

する。 

 

  平成21年４月14日 

              国立大学法人東京学芸大学長 

                      鷲 山 恭 彦 

 

 

平成21年規則第18号 

   東京学芸大学事務点検評価委員会規則等の一部を改正する規則 

 

 次に掲げる規則の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正す

る。 

 

 (1) 東京学芸大学事務点検評価委員会規則（平成16年規則第46号） 

 (2) 東京学芸大学パソコンリーダー規則（平成11年規則第７号） 

 (3) 国立大学法人東京学芸大学文書処理規則（昭和52年規則第８号） 

 (4) 国立大学法人東京学芸大学文書決裁規則（昭和52年規則第10号） 

 (5) 東京学芸大学電気工作物保安規則（平成２年規則第３号） 

 

 

 

 国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項の一部を改正する要項を次のように

制定する。 

 

  平成21年４月14日 

                  東京学芸大学長 

                    鷲 山 恭 彦 

 

 

   国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項の一部を改正する要項 

 

 国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項（昭和51年１月10日制定）の一部に

ついて，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 



東京学芸大学事務点検評価委員会規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 事務局長 

(2) 各部長 

(3) 総務課長，企画課長，財務課長，学務課長及び学術情報課長 

(4) その他事務局長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 （規則の改廃） 

第１０条 この規則の改廃は，事務局長を経て学長が定める。 

 

 （補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営等に関し必要な事項は，委員

会が定める。 
 

   附 則 

 この規則は，平成21年４月14日から施行し，平成21年４月１日から適用する。 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 事務局長 

(2) 各部長 

(3) 総務課長，企画課長，財務課長，学務課長，施設企画課長及び学術情報課長 

(4) その他事務局長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

 （補則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営等に関し必要な事項は，委

員会が定める。 

 

 



東京学芸大学パソコンリーダー規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （規則の改廃） 

第７条 この規則の改廃は，事務局長を経て学長が定める。 

 

 （補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，パソコンリーダーに関し必要な事項は，事務

情報化推進協議会が定める。 
 

   附 則 

 この規則は，平成21年４月14日から施行し，平成21年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

 （補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか，パソコンリーダーに関し必要な事項は，

事務情報化推進協議会が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 

パソコンリーダー配置部局及び人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 

パソコンリーダー配置部局及び人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコンリーダー配置部局 人員 パソコンリーダー配置部局 人員 

総務部総務課 

総務部企画課 

総務部人事課 

総務部学系支援課 

総務部附属学校課 

財務部財務課 

財務部経理課 

 

学務部学務課 

学務部学生サービス課 

学務部入試課 

学務部国際課 

１ 

１ 

１ 

４ 

１ 

１ 

１ 

 

２ 

１ 

１ 

１ 

施設マネジメント部 

学術情報部 

監査室 

１ 

１ 

１ 

 

パソコンリーダー配置部局 人員 パソコンリーダー配置部局 人員 

総務部総務課 

総務部企画課 

総務部人事課 

総務部学系支援課 

総務部附属学校課 

財務部財務課 

財務部経理課 

財務部施設課 

学務部学務課 

学務部学生サービス課 

学務部入試課 

学務部国際課 

１ 

１ 

１ 

４ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ 

１ 

 

学術情報部 

監査室 

 

１ 

１ 

 



国立大学法人東京学芸大学文書処理規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

 （規則の改廃） 

第３３条 この規則の改廃は，事務局長を経て学長が定める。 

 

別表 

総 務 課 に 属 す る も の 東学芸総第    号 

企 画 課 に 属 す る も の 東学芸企第    号 

人 事 課 に 属 す る も の 東学芸人第    号 

学 系 支 援 課 に 属 す る も の 東学芸支第    号 

附 属 学 校 課 に 属 す る も の 東学芸附第    号 

財 務 課 に 属 す る も の 東学芸財第    号 

経 理 課 に 属 す る も の 東学芸経第    号 

施 設 課 に 属 す る も の 東学芸施第    号 

学 務 課 に 属 す る も の 東学芸学務第   号 

学 生 サ ー ビ ス 課 に 属 す る も の 東学芸学サ第   号 

入 試 課 に 属 す る も の 東学芸入第    号 

国 際 課 に 属 す る も の 東学芸国際第   号 

学 術 情 報 課 に 属 す る も の 東学芸学情第   号 

情 報 基 盤 課 に 属 す る も の 東学芸情基第   号 

監 査 室 に 属 す る も の 東学芸監第    号 

総 合 教 育 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸総合第   号 

人 文 社 会 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸人文第   号 

自 然 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸自然第   号 

芸 術 ･ ス ポ ー ツ 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸芸ス第   号 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

別表 

総 務 課 に 属 す る も の 東学芸総第    号 

企 画 課 に 属 す る も の 東学芸企第    号 

人 事 課 に 属 す る も の 東学芸人第    号 

学 系 支 援 課 に 属 す る も の 東学芸支第    号 

附 属 学 校 課 に 属 す る も の 東学芸附第    号 

財 務 課 に 属 す る も の 東学芸財第    号 

経 理 課 に 属 す る も の 東学芸経第    号 

学 務 課 に 属 す る も の 東学芸学務第   号 

学 生 サ ー ビ ス 課 に 属 す る も の 東学芸学サ第   号 

入 試 課 に 属 す る も の 東学芸入第    号 

国 際 課 に 属 す る も の 東学芸国際第   号 

施 設 企 画 課 に 属 す る も の 東学芸施企第   号 

保 全 課 に 属 す る も の 東学芸保第    号 

学 術 情 報 課 に 属 す る も の 東学芸学情第   号 

情 報 基 盤 課 に 属 す る も の 東学芸情基第   号 

監 査 室 に 属 す る も の 東学芸監第    号 

総 合 教 育 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸総合第   号 

人 文 社 会 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸人文第   号 

自 然 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸自然第   号 



環 境 教 育 実 践 施 設 に 属 す る も の 東学芸環第    号 

教 育 実 践 研 究支 援 セ ン ター に 属 す るも の 東学芸実第    号 

留 学 生 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸留セ第   号 

国 際 教 育 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸国セ第   号 

教員養成カリキュラム開発研究センターに属するもの 東学芸教第    号 

保 健 管 理 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸保セ第   号 

情 報 処 理 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸情第    号 

放射性同位元素総合実験施設に属するもの 東学芸放第    号 

有 害 廃 棄 物 処 理 施 設 に 属 す る も の 東学芸有第    号 

現 職 教 員 研 修支 援 セ ン ター に 属 す るも の 東学芸現第    号 

学 生 相 談 セ ン タ ー に 関 す る も の 東学芸相第    号 

学 生 キ ャ リ ア支 援 セ ン ター に 関 す るも の 東学芸キ第    号 

  

 

    〔省略〕 

 

   附 則 

 この規則は，平成21年４月14日から施行し，平成21年４月１日から適用する。 

 

芸 術 ･ ス ポ ー ツ 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸芸ス第   号 

環 境 教 育 実 践 施 設 に 属 す る も の 東学芸環第    号 

教 育 実 践 研 究支 援 セ ン ター に 属 す るも の 東学芸実第    号 

留 学 生 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸留セ第   号 

国 際 教 育 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸国セ第   号 

教員養成カリキュラム開発研究センターに属するもの 東学芸教第    号 

保 健 管 理 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸保セ第   号 

情 報 処 理 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸情第    号 

放射性同位元素総合実験施設に属するもの 東学芸放第    号 

有 害 廃 棄 物 処 理 施 設 に 属 す る も の 東学芸有第    号 

現 職 教 員 研 修支 援 セ ン ター に 属 す るも の 東学芸現第    号 

学 生 相 談 セ ン タ ー に 関 す る も の 東学芸相第    号 

学 生 キ ャ リ ア支 援 セ ン ター に 関 す るも の 東学芸キ第    号 

 

   〔省略〕 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学文書決裁規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編等に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

 （規則の改廃） 

第７条 この規則の改廃は，事務局長を経て学長が定める。 

 

   〔省略〕 

 

 別表第２ 

 （財務部関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

(1) 会計経理に関する訴訟等に関する文書（重要なもの

を除く。） 

 

(2) 会計事務取扱いに係る規則等の制定及び改廃に関す

る文書 

 

(3) 契約担当役等の監督及び検査事務の委任に関する文

書 

 

(4) 出納職員の交替検査の検査員の任免及び当該検査報

告に関する文書 

 

(5) 検定及び弁償に関する文書 

 

(6)物品（図書を除く。）の分類換，管理換，物品の不用

決定及び処分の承認に関する文書（１件の取得原価が

50万円以上のものを除く。） 

 

(7)物品（図書を除く。）の寄附受入れに関する文書（１

件の取得原価が50万円以上のものを除く。） 

 

(8)物品（図書を除く。）の無償貸付及び譲渡に関する文

書 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

理事（総

務等担当

） 

 

理事（総

務等担当

） 

学 長 

 

 

事 務 局 長 

 

 

事 務 局 長 

 

 

事 務 局 長 

 

 

財 務 部 長 

 

 

事 務 局 長 

 

財 務 部 長 

 

 

 

財 務 部 長 

 

 

財 務 部 長 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 別表第２ 

 （財務部関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

(1) 会計経理に関する訴訟等に関する文書（重要なもの

を除く。） 

 

(2) 会計事務取扱いに係る規則等の制定及び改廃に関す

る文書 

 

(3) 契約担当役等の監督及び検査事務の委任に関する文

書 

 

(4) 出納職員の交替検査の検査員の任免及び当該検査報

告に関する文書 

 

(5) 検定及び弁償に関する文書 

 

(6)物品（図書を除く。）の分類換，管理換，物品の不用

決定及び処分の承認に関する文書（１件の取得原価が

50万円以上のものを除く。） 

 

(7)物品（図書を除く。）の寄附受入れに関する文書（１

件の取得原価が50万円以上のものを除く。） 

 

(8)物品（図書を除く。）の無償貸付及び譲渡に関する文

書 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

理事（総

務等担当

） 

 

理事（総

務等担当

） 

学 長 

 

 

事 務 局 長 

 

 

事 務 局 長 

 

 

事 務 局 長 

 

 

財 務 部 長 

 

 

事 務 局 長 

 

財 務 部 長 

 

 

 

財 務 部 長 

 

 

財 務 部 長 

 

 



(9)科学研究費補助金の経理に関する文書 

 

(10)契約締結伺に関する軽易な文書 

 

(11)諸謝金に係る伺文書 

 

(12)（独）日本スポーツ振興センターの経理に関する文

書 

 

(13)試験研究用アルコールの購入許可申請及びその使用

済報告に関する文書 

 

(14)電話の加入申込，移転及び名義変更に関する文書 

 

(15)不動産の取得，用途廃止等の協議又は通知のうち軽

易な文書 

(16)不動産の貸付及び使用許可に関する文書 

 

(17)境界確定協議に関する文書 

 

(18)登記簿謄本等の交付及び閲覧の申請に関する文書 

 

(19)仮設物の設置及び取りこわしの承認に関する文書 

 

(20)職員宿舎の貸与及び明渡猶予の承認に関する文書 

 

(21)職員宿舎の使用料の決定並びに模様替及び自動車保

管場所等の承認に関する文書 

 

(22)不動産及び職員宿舎の調査報告に関する文書 

 

(23)防火管理に関する文書 

 

(24) 施設整備費補助金の概算要求に関する文書 

 

(25) 施設整備事業の事業計画に関する文書 

 

(26) 施設整備費補助金の交付申請に関する文書 

 

学 長 

 

事務局長 

 

事務局長 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

財 務 部 長 

 

財 務 部 長 

 

財 務 部 長 

 

財 務 部 長 

 

 

財 務 部 長 

 

 

財 務 部 長 

 

財 務 課 長 

 

財 務 課 長 

 

財 務 課 長 

 

財 務 課 長 

 

財 務 課 長 

 

財 務 課 長 

 

財 務 課 長 

 

 

財 務 課 長 

 

事 務 局 長 

 

事 務 局 長 

 

財 務 部 長 

 

事 務 局 長 

 

(9)科学研究費補助金の経理に関する文書 

 

(10)契約締結伺に関する軽易な文書 

 

(11)諸謝金に係る伺文書 

 

(12)（独）日本スポーツ振興センターの経理に関する文

書 

 

(13)試験研究用アルコールの購入許可申請及びその使用

済報告に関する文書 

 

(14)電話の加入申込，移転及び名義変更に関する文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 長 

 

事務局長 

 

事務局長 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

財 務 部 長 

 

財 務 部 長 

 

財 務 部 長 

 

財 務 部 長 

 

 

財 務 部 長 

 

 

財 務 部 長 



(27) 工事費構成調査に関する文書 

 

(28) 一般競争参加者（工事関係）の資格審査及び名簿登

録に関する文書 

 

(29) 建築工事，消防，高圧ガス取締及び公害防止関係法

令に基づく提出書類文書 

 

(30) 排水放流許可願関係書類文書 

 

(31) 水道，ガス，電気，ボイラー，エレベーター及び構

内交換等設備工事に係る提出書類文書 

 

(32) 電気工作物保安規則に関する文書 

 

学 長 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

 

学 長 

財 務 部 長 

 

財 務 部 長 

 

 

施 設 課 長 

 

 

施 設 課 長 

 

施 設 課 長 

 

 

施 設 課 長 

 

   〔省略〕 

 

   〔削除〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 （施設マネジメント部関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

(1) 施設整備費補助金の概算要求に関する文書 

 

(2) 施設整備事業の事業計画に関する文書 

 

 

(3) 施設整備費補助金の交付申請に関する文書 

 

(4) 工事費構成調査に関する文書 

 

(5) 一般競争参加者（工事関係）の資格審査及び名簿登

録に関する文書 

 

(6) 建築工事，消防，高圧ガス取締及び公害防止関係法

令に基づく提出書類文書 

 

(7) 排水放流許可願関係書類文書 

 

(8) 水道，ガス，電気，ボイラー，エレベーター及び構

内交換等設備工事に係る提出書類文書 

学 長 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

事 務 局 長 

 

施設マネジ

メント部長 

 

事 務 局 長 

 

施 設 部 長 

 

施設マネジ

メント部長 

 

施設企画課

長 

 

施設企画課

長 

施設企画課

長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 
 

   附 則 

 この規則は，平成21年４月14日から施行し，平成21年４月１日から適用する。 

 

 

(9) 電気工作物保安規則に関する文書 

 

(10)不動産の取得，用途廃止等の協議又は通知のうち軽

易な文書 

(11)不動産の貸付及び使用許可に関する文書 

 

(12)境界確定協議に関する文書 

 

(13)登記簿謄本等の交付及び閲覧の申請に関する文書 

 

(14)仮設物の設置及び取りこわしの承認に関する文書 

 

(15)職員宿舎の貸与及び明渡猶予の承認に関する文書 

 

(16)職員宿舎の使用料の決定並びに模様替及び自動車保

管場所等の承認に関する文書 

 

(17)不動産及び職員宿舎の調査報告に関する文書 

 

(18)防火管理に関する文書 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

施設企画課

長 

施設企画課

長 

施設企画課

長 

施設企画課

長 

施設企画課

長 

施設企画課

長 

施設企画課

長 

施設企画課

長 

 

施設企画課

長 

事 務 局 長 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学電気工作物保安規則の一部改正について 
 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 
 

 （規則の改廃） 

第１７条 この規則の改廃は，事務局長を経て学長が定める。 

 

 （その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，管理者が別に定める。 

 
 

 

   附 則 

 この規則は，平成21年４月14日から施行し，平成21年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

 （その他） 

第１７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，管理者が別に定める。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１ 
組織構成 

(3) 担当係長等は、資産監守補助者。

附属幼稚園
附属幼稚園担当係長等（補助
者）

附属小金井小学校担当係長等
（補助者）

附属小金井中学校
（総務部
長）

附属学校
課長 附属小金井中学校担当係長等

（補助者）

附属小金井小学校
附属学校課担当係長等（補助
者）

教育実践研究支援セ
ンター

情報処理センター

教員養成カリキュラ
ム開発研究センター

芸術・スポーツ科学系担当係長
等（補助者）

環境教育実践施設
施設・センター担当係長等（補
助者）

監査室長 担当係長等（補助者）

自然科学系
（放射性同位元素総
合実験施設を含む）

（総務部
長）

学系支援
課長

自然科学系担当係長等（補助
者）
（放射性同位元素総合実験施設
を含む）

総合教育科学系担当係長等（補
助者）

人文社会科学系
人文社会科学系担当係長等（補
助者）

担当係長等（補助者）

学務部長事務局長

担当係長等（補助者）
（現職教員研修支援センターを
含む）

財務部長 財務課長 担当係長等（補助者）

担当係長等（補助者）
（保健管理センター・学生相談
センター・学生キャリア支援セ
ンターを含む）

学務課長

学生サー
ビス課長

総務部長

主任技術者
総合教育科学系

芸術・ｽﾎﾟｰﾂ科学系

総務課長

学長
（管理者）

事務局
（国際教育セン
ター・留学生セン
ター・保健管理セン
ター・有害廃棄物処
理施設・現職教員研
修支援センター・学
生相談センター・学
生キャリア支援セン
ターを含む）

国際課長

施設課長

学術情報部
長

担当係長等（補助者）
（有害廃棄物処理施設を含む）

注 (1) 指揮命令・連絡系統を示す。

組織系統を示す。(2)

担当係長等（補助者）
（国際教育センター・留学生セ
ンターを含む）

附属図書館
学術情報
課長

担当係長等（補助者）

 

 
 

 
別表第１ 

組織構成 

(3) 担当係長等は、資産監守補助者。

注 (1) 指揮命令・連絡系統を示す。

組織系統を示す。(2)

総務部長

施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ部長

主任技術者
総合教育科学系

芸術・ｽﾎﾟｰﾂ科学系

総務課長 担当係長等（補助者）

学務部長事務局長

担当係長等（補助者）
（現職教員研修支援センターを
含む）

財務部長 財務課長 担当係長等（補助者）

担当係長等（補助者）
（保健管理センター・学生相談
センター・学生キャリア支援セ
ンターを含む）

学務課長

保全課長
担当係長等（補助者）
（有害廃棄物処理施設を含む）

学生サー
ビス課長

学長
（管理者）

事務局
（国際教育セン
ター・留学生セン
ター・保健管理セン
ター・有害廃棄物処
理施設・現職教員研
修支援センター・学
生相談センター・学
生キャリア支援セン
ターを含む）

担当係長等（補助者）
（国際教育センター・留学生セ
ンターを含む）

国際課長

附属図書館
学術情報部
長

学術情報
課長

担当係長等（補助者）

監査室長 担当係長等（補助者）

自然科学系
（放射性同位元素総
合実験施設を含む）

（総務部
長）

学系支援
課長

自然科学系担当係長等（補助
者）
（放射性同位元素総合実験施設
を含む）

総合教育科学系担当係長等（補
助者）

人文社会科学系
人文社会科学系担当係長等（補
助者）

附属小金井小学校
附属学校課担当係長等（補助
者）

教育実践研究支援セ
ンター

情報処理センター

教員養成カリキュラ
ム開発研究センター

芸術・スポーツ科学系担当係長
等（補助者）

環境教育実践施設
施設・センター担当係長等（補
助者）

附属幼稚園
附属幼稚園担当係長等（補助
者）

附属小金井小学校担当係長等
（補助者）

附属小金井中学校
（総務部
長）

附属学校
課長 附属小金井中学校担当係長等

（補助者）

 

 



国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項の一部改正について 
 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

 
 

 

改         正 現         行 

 

（様式２） 

学内文書交換表 

月日 送達文書の文書番号又は件名 
発  信 

部課等 

受信部課等 

〔
省
略
〕 

財

務

課 

経

理

課 

施

設

課 

〔
省
略
〕 

国

際

課 

学

術

情

報

部 

〔
省
略
〕 

           

           

           

           

           

   〔省略〕 

 

   附 則 

 この要項は，平成21年４月14日から施行し，平成21年４月１日から適用する。 

 

（様式２） 

学内文書交換表 

月日 送達文書の文書番号又は件名 
発  信 

部課等 

受信部課等 

〔
省
略
〕 

財

務

課 

経

理

課 

〔
省
略
〕 

国

際

課 

施

設

・

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

部 

学

術

情

報

部 

〔
省
略
〕 

           

           

           

           

           

   〔省略〕 
 


